
指定居宅介護 重要事項説明書 

〔 令和 7 年 12 月 19 日現在〕 

 

１．事業者(法人)の概要 

事業者(法人)の名称 合同会社まごころ 

代表者役職・氏名 代表社員 藤野 栄子 

本社所在地 〒102-0082 東京都千代田区一番町 6 番地 2 号 ジオ一番町 203 

法人設立年月日 令和 3 年 9 月 3 日 

 

２．サービスを提供する事業所の概要 

(1)事業所の名称等 

事業所の名称 Tendresse 

事業所番号 
居宅介護 (指定事業所番号 1310100829) 令和 3 年 11 月 1 日指定 

他指定 行動援護 (指定事業所番号 1310100829) 

所在地 〒102-0082 東京都千代田区一番町 6 番地 2 号 ジオ一番町 203 

連絡先 電話：03-6824-0985  

通常の事業の実施地域 千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区 

 

(2)事業所の窓口の営業日及び営業時間 

営業日 
月曜日から金曜日まで 

ただし、国民の祝日及び 12 月 29 日から 1 月 3 日までを除く 

営業時間 午前 9 時から午後 6 時まで 

サービス提供日・時間 365 日 24 時間 

受付時間 電話等により、常時（24 時間）対応 

 

(3)事業所の勤務体制 

職 種 業務内容 勤務形態・人数 

管理者 

・従業者と業務の管理を行います。 

・従業者に法令等の規定を遵守させるため必要

な指揮命令を行います。 

1 名 常勤（兼務)  

サービス提供責任者 

・居宅介護計画を作成し利用者へ説明します。 

・利用者の状態の変化やサービスに関する意向

を定期的に把握します。 

・居宅介護計画の実施状況の把握を行い、必要に

応じて変更を行います。 

・居宅介護員の業務の実施状況を把握し、居宅介

護員の業務管理を実施します。 

・居宅介護員に対する技術指導等を行います。 

1 名 常勤（兼務) 



居宅介護員 

・居宅介護計画に基づきサービスを提供します。 

・サービス提供後、サービスの提供日、内容、利

用者の心身の状況等について、サービス提供責

任者に報告を行います。 

3 名以上 常勤(兼務

含む)  

1 名以上 非常勤 

※１ サービス提供責任者は介護福祉士 

※２ 居宅介護員の常勤 3 名以上の内、 

1 名以上は介護福祉士、1 名以上は介護福祉士実務者研修修了者、1 名以上は介護職員初任者

研修修了者 

※３ 居宅介護員の非常勤 1 名 1 名以上は介護職員初任者研修修了者 

 

３．サービスの主たる対象について 

事業の主たる対象の障害の種類は特定しないものとする。 

 

４．提供するサービスの内容 

サービス区分と種類 サービスの内容 

居宅介護計画の作成 

利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応

じて具体的なサービス内容を定めた居宅介護計画を作成し、必要に応

じて見直しを行います。 

身
体
介
護 

食事介助 食事の介助を行います。 

排せつ介助 排せつの介助、おむつ交換を行います。 

入浴介助・清拭 衣服着脱、入浴介助や清拭(身体を拭く)、洗髪等を行います。 

その他 
褥瘡(床ずれ)防止等のために体位変換や洗顔、歯磨き等の日常生活を

営むために必要な身体介護を行います。 

家
事
援
助 

調 理 利用者の食事の用意を行います。 

洗 濯 利用者の衣類等の洗濯を行います。 

掃 除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 

その他 利用者の日常生活に必要な物品の買い物を行います。 

通院等介助 

通院等又は官公署並びに相談支援事業所への移動(公的手続き又は障

害福祉サービスの利用に係る相談のために利用する場合に限る)のた

めに屋内外における移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移

動等の介助を行います。 

通院等乗降介助 
通院等の介助について、本事業所の従業員が自ら運転して通院を解除

します。 

その他 生活等に関する相談や助言をいたします。 

 

５．サービスの料金と利用者負担額及びその他の費用の額 

(1)利用者負担額 

  介護給付費によるサービスを提供した際は、事業者が介護給付費等の給付を区市町村から直接受け取

る(代理受領する)場合、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額)のうち利用者

負担分(サービス利用料金の全体の 1 割を上限)を事業者にお支払い頂きます。なお、サービスの料金お



よび利用者負担額につきましては、別表にてご確認下さい。 

(2)交通費 

通常の事業の実施地域にお住まいの方は無料です。通常の事業の実施地域を超えて行う指定居宅介護

に要した交通費は、その実費をご負担していただきます。なお、自動車を使用した場合は、事業所から

通常の事業の実施地域を超えて 1 キロメートルにつき 10 円をご負担していただきます。 

 

(3)その他 

ア 利用者の居宅でサービスを提供するために使用する、水道、ガス、電気等の費用は利用者のご負

担となります。 

イ 通院又は、外出介助で自動車を使用しない場合、居宅介護員の公共交通機関等の交通費は、実費

相当を請求します。 

ウ 利用者又は保護者（家族を含む）から交通費等の支払いを受ける場合には、支払いを求める理由

について書面によって明らかにするとともに、支払いに同意する旨の文書に著名（記名捺印）を

受けることとします。 

 

６．利用者負担額、その他の費用の請求及び支払方法 

(1)請求方法 

ア 利用者負担額、その他の費用は利用月ごとの合計金額により請求します。 

イ 請求書は、利用月の翌月 15 日までに利用者あてにお届けします。 

 

(2)支払い方法等 

ア 請求月の 25 日までに、下記のいずれかの方法でお支払いください。 

・現金払い 

・事業者が指定する口座への振り込み 

・利用者が指定する口座からの自動振替 

イ お支払いを確認しましたら、領収証をお渡ししますので、必ず保管してください(医療費控除の還

付請求の際に必要となることがあります。)。 

 

７．秘密の保持と個人情報の保護について 

(1)従業者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員である期間及び従業

員でなくなった場合においても、その秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容としています。 

 

(2)事業所及び従業者は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由も

なく、第三者に漏らしません。 

 

８．緊急時の対応方法 

サービスの提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合、その他必要があった場合は、速やかに主治

の医師への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者が予め指定する連絡先にも連絡をいた

します。 

 



 

【緊急時の連絡体制】 

居宅介護員等 ▶ 
管理者 

サービス責任者 
▶ 

救急車の要請（医療機関） 

主治医 

家族 

相談支援事業所 

所在地障害福祉課 

その他関係機関 

 

【緊急時の連絡先】 

事業者 

所在地 東京都千代田区一番町 6 番 2 号 ジオ一番町 203 

連絡先 電話 03-6824-0985  

受付時間 24 時間対応 

主治の医師 

  

  

  

  

緊急連絡先 

(家族等) 

  

  

 

９．事故発生時の対応 

サービス提供により事故が発生した場合は、都、区市町村、利用者の家族等に連絡するとともに、必

要な措置を講じます。また、サービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害

賠償いたします。なお、事業者は下記の損害賠償保険に加入しています。 

 

保険会社名 三井住友海上火災保険株式会社 

保険名 賠償責任保険（施設所有（管理）者特別約款、生産物特別約款） 

 

１０．サービス内容に関する苦情相談窓口 

(1)苦情相談窓口 

 

担当 管理者 有馬 空行 

電話番号 03-6824-0985 

受付時間 午前 9 時 00 分から午後 6 時 00 分まで 

受付日 月曜日から金曜日まで（国民の祝日及び 12 月 29 日～1 月 3 日を除く） 

 

(2)行政機関その他苦情受付機関 

本事業所では解決出来ない苦情や虐待等の相談は、行政機関又は福祉サービス適正化委員会に申し立

てることができます。 



 

千代田区 保健福祉部 障害者福祉課 給付・指導担当係 03－5211－4128 

文京区 福祉部 障害福祉課 03－5803－1211 

台東区 福祉部 障害福祉課 03－5246－1111 

中央区 福祉保健部 障害者福祉課 相談支援係 03－3546－6753 

港区  福祉部 障害福祉課 03－3578－2111 

新宿区 福祉部 障害者支援課 03－5273－4518 

 

１１．サービスの利用に当たっての留意事項 

   サービスのご利用に当たってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

 

(1)居宅介護員はサービス提供の際、次の業務を行うことができません。 

ア 医療行為 

イ 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書の預かりなど、金銭に関する取扱い 

ウ 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受 

エ 利用者以外の家族のためのサービス提供 

オ 日常生活を営むのに支障がないもの(草むしり、花木の水やり、犬の散歩等) 

カ 利用者の日常生活の範囲を超えたサービス提供(家具・電気器具等の移動等、大掃除等) 

キ 利用者の居宅での飲酒、喫煙、飲食 

 

(2)区市町村の支給決定内容等の確認 

サービスの提供に先立って、受給者証に記載された支給量、支給内容・利用者負担上限額を確認させ

ていただきます。受給者証の住所、支給量等に変更があった場合は速やかに事業者にお知らせ下さい。 

 

(3)居宅介護計画等の変更 

居宅介護計画等は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応じて変更することがで

きます。また、サービス利用の変更・追加は、従業者の稼働状況により利用者が希望する時間にサービ

スの提供ができないことがあります。その場合は、他の利用可能日時を利用者に提示する等必要な調整

をいたします。 

 

(4)虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、下記の対策を講じます。 

ア 虐待防止に関する責任者を選任しています。 

・虐待防止に関する責任者：有馬空行 

イ 成年後見制度の利用を支援しています。 

ウ 苦情解決体制を整備しています。 

エ 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修を実施します。 

 

 

 



 

１２．提供するサービスの第三者評価の実施状況 

実施の有無 無し 

実施した直近の年月日 － 

実施した評価機関の名称 － 

評価結果の開示状況 － 

 

１３．身体拘束について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれがある場

合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対

して説明し同意を得た上で、次に掲げることに留意して、必要最小限の範囲内で行うことがあります。

その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等についての記録を行います。 

また事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組みを積極的に行います。 

 

(1) 緊急性 

直ちに身体拘束を行わなければ、利用者本人または他人の生命・身体に危険が及ぶことが考えられる

場合に限ります。 

 

(2) 非代替性 

身体拘束以外に、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことを防止することができ

ない場合に限ります。 

 

(3) 一時性 

利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことがなくなった場合は、直ちに身体拘束を

解きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表 

サービスの料金と利用者負担額について 

 

介護給付費によるサービスを提供した際は、事業者が介護給付費等の給付を市町村から直接受け取る

(代理受領する)場合、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める基準により算出した額)のうち利用者負

担分(サービス利用料金全体の 1 割を上限)を事業者にお支払いただきます。 

 

※東京都の地域区分別 1 単位当たりの単価は 11．20 円(1 級地)  

サービスの種類時間等 単位数 利用料 自己負担上限額 

身
体
介
護 

30 分未満 256 単位 2,867 円 287 円 

30 分以上 1 時間未満 404 単位 4,524 円 453 円 

1 時間以上 1 時間 30 分未満 587 単位 6,574 円 658 円 

1 時間 30 分以上 2 時間未満 669 単位 7,492 円 750 円 

2 時間以上 2 時間 30 分未満 754 単位 8,444 円 845 円 

2 時間 30 分以上 3 時間未満 837 単位 9,374 円 938 円 

3 時間以上 921 単位 10,315 円 1,032 円 

3 時間以上 30 分増すごとに加算 83 単位 929 円 93 円 

通
院
等
介
助 

身
体
介
護
を
伴
う 

30 分未満 256 単位 2,867 円 287 円 

30 分以上 1 時間未満 404 単位 4,524 円 453 円 

1 時間以上 1 時間 30 分未満 587 単位 6,574 円 658 円 

1 時間 30 分以上 2 時間未満 669 単位 7,492 円 750 円 

2 時間以上 2 時間 30 分未満 754 単位 8,444 円 845 円 

2 時間 30 分以上 3 時間未満 837 単位 9,374 円 938 円 

3 時間以上 921 単位 10,315 円 1,032 円 

3 時間以上 30 分増すごとに加算 83 単位 929 円 93 円 

家
事
援
助 

30 分未満 106 単位 1,187 円 119 円 

30 分以上 45 分未満 153 単位 1,713 円 172 円 

45 分以上 1 時間未満 197 単位 2,206 円 221 円 

1 時間以上 1 時間 15 分未満 239 単位 2,676 円 268 円 

1 時間 15 分以上 1 時間 30 分未満 275 単位 3,080 円 308 円 

1 時間 30 分以上 311 単位 3,483 円 349 円 

1 時間 30 分以上 15 分増すごとに加算 35 単位  392 円 40 円 

通
院
等
介
助 

身
体
介
護
を
伴
わ
な
い 

 

30 分未満 106 単位 1,187 円 119 円 

30 分以上 1 時間未満 197 単位 2,206 円 221 円 

1 時間以上 1 時間 30 分未満 275 単位 3,080 円 308 円 

1 時間 30 分以上 345 単位 3,864 円 387 円 

1 時間 30 分以上 30 分増すごとに加算 69 単位 772 円 78 円 



◆福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰ･･･1 月あたりの総単位数に 41.7％加算されます。 

◆新規に居宅介護計画等を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回の居宅介護等を行った

場合、または従業者に同行した場合に加算されます。 

 

内容 利用料 利用者負担額 備考 

初回加算 2,240 円 224 円 1 月あたり 

 

◆利用者の依頼により、利用者及びその世帯としての上限額を超えて事業者が利用者負担額を徴収しな

いよう、利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合は、以下の料金が加算されます 

 

内容 利用料 利用者負担額 備 考 

利用者負担上限額管理加算 1,680 円 168 円 1 月あたり 

 

◆喀痰吸引等に関する認定特定行為業務従事者である介護職員等がたんの吸引等を実施した場合に算

定します。 

 

内容 利用料 利用者負担額 備 考 

喀痰吸引等支援体制加算 1,120 円 112 円 1 日あたり(1 日１回まで) 

 

◆居宅介護計画等に位置付けられていない居宅介護を利用者又はその家族等からの要請を受けてから

24 時間以内に行った場合に加算されます。 

 

内容 利用料 利用者負担額 備 考 

緊急時対応加算 1,120 円 112 円 1 月あたり(1 月 2 回まで) 

 

◆サービス提供の時間帯により料金が加算されます。(居宅介護のみ) 

 

提供時間帯名 早朝 夜間 深夜 

時間帯 午前 6 時～午前 8 時 午後 6 時～午後 10 時 午後 10 時～午前 6 時 

加算割引 25％増し 25％増し 50％増し 

 

※サービス提供時間数は、実際にサービス提供に要した時間ではなく、居宅介護計画等に位置づけた時

間数によるものとします。なお、計画時間数と実際にサービス提供に要した時間が大幅に異なる場合

は、居宅介護計画等の見直しを行います。 

※やむを得ない事情で、かつ利用者の同意のもと、従業者 2 人で訪問した場合の費用は 2 人分となり、

利用者負担額も 2 倍になります。 

 

介護給付費等について事業者が代理受領を行わない(利用者が償還払いを希望する)場合は、介護給付

費等の全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領

収書」を添えてお住まいの市町村に介護給付費等の支給(利用者負担額を除く)を申請してください。 


